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椙山女学園大学の目的に関する規程 
平成２０年規程第１０号 

平成２０年３月２１日制定 

（趣旨）  

第１条 この規程は、椙山女学園大学学則（昭和４３年学則第１号）第１条第２項の規定に基づき、学部及

び学科の人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的について定める。 

（生活科学部）  

第２条 生活科学部は、人間生活について、自然、社会及び人文の諸科学を基礎として実践的に考究する総

合科学の構築を目指し、人間生活の基本となる衣・食・住に関する専門の学術を総合的かつ科学的に教授

研究し、時代の変化及び社会の要請に対応する生活科学の知識を創造することができる人材を養成する。 

２ 管理栄養学科は、前項に基づき、人間の健康と食生活について、より健康で快適な暮らしを提案するた

め、食と健康に関する専門の学術を総合的かつ科学的に教授研究し、保健・医療・福祉、教育及び食品関

連分野において専門家として実践的かつ創造的に活躍することができる管理栄養士を養成する。 

３ 生活環境デザイン学科は、第１項に基づき、人間を取り巻く生活環境について、アパレルメディア、イ

ンテリア・プロダクト及び建築・住居の分野に関する専門の学術を教授研究し、ものづくりの実践を通し

て、次世代の快適な生活環境を創造することができる人材を養成する。 

（国際コミュニケーション学部）  

第３条 国際コミュニケーション学部は、言語及び文化に関する専門の学術を教授研究し、異文化を学びつ

つ日本文化の理解を深めることによって、文化創造及び文化発信の能力並びにコミュニケーション能力を

備えた、国際社会において言語・文化の専門家として活躍することができる人材を養成する。 

２ 国際言語コミュニケーション学科は、前項に基づき、言語及び異文化理解に関する専門の学術を教授研

究し、異文化理解を深め、高度な言語運用能力及び自己発信能力を備えた、言語による異文化コミュニケ

ーションの専門家として活躍することができる人材を養成する。 

３ 表現文化学科は、第１項に基づき、文学、歴史、社会、思想、芸術等の日本文化を含む表現された世界

の諸文化に関する専門の学術を教授研究し、ことばによる表現を中心とする自己表現と文化発信の能力を

備え、積極的に現代社会に貢献し、活躍することができる人材を養成する。 

（人間関係学部）  

第４条 人間関係学部は、人間及び人間関係に関する専門の学術を学際的かつ統合的に教授研究し、人間と

人間関係及び心理について、広範な知識、総合的な判断力及び深い洞察力を有し、人間と人間関係上の諸

問題を解明・解決することができる高度な人間関係力を備えた人材を養成する。 

２ 人間関係学科は、前項に基づき、人間及び人間関係に関する専門の学術を教授研究し、人間と人間関係

に関する今日的課題に対して意欲的かつ実践的に取り組む態度、問題解決能力等の幅広い人間関係力を培

い、人間及び人間関係に関する広範な知識と実践力を兼ね備えた人材を養成する。 

３ 心理学科は、第１項に基づき、人間及び心理に関する専門の学術を教授研究し、人間と心理をめぐる今

日的課題に対して意欲的かつ実践的に取り組む態度及び問題解決能力を培い、人間及び心理に関する広範

な知識と総合的な判断力を兼ね備えた人材を養成する。 

（文化情報学部）  

第５条 文化情報学部は、人文・社会科学の領域を中心として、文化及び情報に関する専門の学術を教授研

究し、国際化が進む現代の情報社会に積極的に適応する能力とともに問題を解決することができる能力を

備えた人材を養成する。 

２ 文化情報学科は、前項に基づき、情報の視点から人間と文化、社会との新しい豊かな関係に関する専門

の学術を教授研究し、多様な文化が共生する現代社会において、幅広い知識及び豊かな教養を有し、情報

を自在に活用することができる人材を養成する。 

３ メディア情報学科は、第１項に基づき、メディア及び情報に関する専門の学術を教授研究し、メディア

と情報が人間・社会・文化に及ぼす影響を理解できる能力、またメディアを通じて伝達される情報を的確

に選択、分析、論評し、活用できる能力を持ち、それを通して現代の情報社会における様々な問題を解決

できる人材を養成する。 

（現代マネジメント学部） 

第６条 現代マネジメント学部は、地域、公共機関、企業及び国際社会における諸活動、諸問題等に係る広
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義のマネジメントに関する社会諸科学の専門の学術を学際的かつ総合的に教授研究し、創造的な問題発

見・問題解決能力及び行動力、組織における指導力並びに国際的視野で問題を把握する能力を兼ね備えた

人材を養成する。 

２ 現代マネジメント学科は、前項に基づき、学問と実務との交流を促進することによって、現代社会にお

ける多角的視点から、問題発見・分析・解決及び政策提言することができる実践的な能力を備えた人材を

養成する。 

（教育学部）  

第７条 教育学部は、高い知性及び道徳性を備えた心身共に健全な人間の育成を目指し、乳児・幼児・児童・

生徒を含む子どもの全面的発達を意図した人間形成としての教育及び保育に関する専門の学芸を教授研究

し、教育者として求められる専門的能力と豊かな人間性を兼ね備えた人材を養成する。 

２ 子ども発達学科は、前項に基づき、保育・初等教育専修においては保育・幼児教育及び初等教育に関す

る専門の学芸を、初等中等教育専修においては幼児教育、初等教育及び中等教育に関する専門の学芸を理

論的かつ実践的に教授研究し、子どもの全面的発達を支援し導くことができる能力を備えた教員（保育士

を含む。）等を養成する。 

（看護学部） 
第８条 看護学部は、生命の尊厳及び人間に対する総合的な理解に基づき、看護に関する専門の学術を教授

研究し、人々の健康な生活に貢献することができる人材を育成する。 

２ 看護学科は、前項に基づき、健康の回復とその維持増進に係る看護に関する幅広い専門知識及び優れた

技術を有し、創造性、高い倫理観及び豊かな人間性を兼ね備えた看護職者を育成する。 
附 則 

 この規程は、平成２０年４月１日から施行する。  

附 則（平成２２年規程第２１号） 

 この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年規程第１号） 

 この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２７年規程第２２号） 
 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年規程第１１号） 
 この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 
   附 則（令和２年規程第１４号） 
 この規程は、令和２年４月１日から施行する。 
 


